
配 分 表 ★各項目に該当することが確認できる書類を添付してください

付加価値額の拡大
※算定式別紙

【付加価値額の拡大率の目標】

ａ 現状の付加価値額の９％以上の増加
ｂ 現状の付加価値額の１５％以上の増加
ｃ 現状の付加価値額の２０％以上の増加
ｄ 現状の付加価値額の２５％以上の増加
ｅ 現状の付加価値額の３０％以上の増加
ｆ 現状の付加価値額の４０％以上の増加
ｇ 現状の付加価値額の５０％以上の増加

【付加価値額の増加額の目標】

ａ １点
ｂ ２点
ｃ ３点
ｄ ４点
ｅ ５点
ｆ ６点
ｇ ７点

★令和３年青色申告決算書、直近の法人決算報告書、
営農計画書（経営計画書） 等

ａ １００万円以上の増加
ｂ ２００万円以上の増加
ｃ ３００万円以上の増加
ｄ ４００万円以上の増加
ｅ ５００万円以上の増加
ｆ ７００万円以上の増加
ｇ １，０００万円以上の増加

イ 令和６年度の付加価値額の目標が次のいずれかに該当
（３頁の新規就農ポイント加点対象者のみ）

基準額 ～ 令和６年度における就農後経過年数×５０万円
ａ 基準額以上
ｂ 基準額の１０％増し以上
ｃ 基準額の２０％増し以上
ｄ 基準額の３０％増し以上
ｅ 基準額の４０％増し以上

○下記ポイントのボーダーラインは産業振興課農政係までお問い合わせください。

令和６年度の付加価値額の拡大率の目標が次のいずれかに該当
（ただし、３頁の新規就農ポイントの加点を受けるものは除く）

ア 令和６年度の付加価値額の目標が次のいずれかに該当
（ただし、３頁の新規就農ポイントの加点を受けるものは除く）

ａ １点
ｂ ２点
ｃ ３点
ｄ ４点
ｅ ５点
ｆ ６点
ｇ ７点

ａ ２点
ｂ ３点
ｃ ４点
ｄ ５点
ｅ ６点

拡大率と拡大額、
両方の選択可

※アとイはどちらか

先進的農業経営確立支援タイプ

【付加価値額の現状】

直近年の付加価値額が以下のいずれかに該当
（ただし、３頁の新規就農ポイントの加点を受けるものは除く）

ａ ３００万円以上
ｂ ６００万円以上

ａ １点
ｂ ２点

○現状設定日 ～ 令和４年４月４日



経営管理の高度化

ア 現在法人化している、又は令和６年度までに法人化する

イ 国際水準ＧＡＰ（GLOBAL GAP、ASIA GAP）認証を取得している

ア ２点

イ １点

ウ １点

エ １点

オ １点

★履歴事項全部証明書、ＧＡＰ認証書、青申、BCP書、
有機JASの認証書等

経営面積の拡大

aからfのいずれかに該当 ※拡大する面積について、aについては
施設園芸は40％以上、果樹は20％以上、b・dについては施設園芸は20％以上、
果樹は10％以上、c・eについては施設園芸が10％以上、果樹は5％以上で算定

b 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けており、かつ、
令和６年度に現状より４ha以上の経営面積の拡大を行う

c 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けており、かつ、
令和６年度に現状より２ha以上の経営面積の拡大を行う

d 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けており、かつ、
令和６年度に現状より経営面積の拡大を行う、又は、
令和６年度に現状より４ha以上の経営面積の拡大を行う

★共済耕地図、農地台帳、農地売買協議書、契約書等

e 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けている、又は、
令和６年度に現状より２ha以上の経営面積の拡大を行う

f aからeまでに該当せず、令和６年度に現状より経営面積の
拡大を行う

労働時間の短縮

栽培技術等の改善、作業の効率化等により農作業の一部又は全部の労
働時間について、aからcのいずれかに取組んでいる。

a 令和６年度までに１０％以上削減することとしている。

b 令和６年度までに２０％以上削減することとしている。

c 令和６年度までに５０％以上削減することとしている。

a １点

b ２点

c ３点

★作業日報、営農計画書（農作業時間削減計画書）等

エ 青色申告を行っている、又は令和６年度までに行う

ウ 農業版BCP（被害を想定し被災後の早期復旧・事業再開に向けた事業継続計
画）を策定している

借りていた分を買う
事は経営面積の拡
大とはいわない

オ 以下のいずれかの取組みに該当している

（ア）令和元年度～令和３年度に化石燃料を使用しない園芸施設への
移行による温室効果ガスの削減又は化学農薬・化学肥料使用量
の削減を行っている、又は令和６年度までに行う

（イ）有機ＪＡＳの認証を受けている又は令和６年度までに認証を受けて
いる、又は令和６年度までに認証を受けてる面積を拡大する
（新規で認証を受ける場合も含む）

ａ ６点

ｂ ５点

ｃ ４点

ｄ ３点

ｅ ２点

ｆ １点

a 農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けており、かつ、
令和６年度に現状より８ha以上の経営面積の拡大を行う



農業者の育成

農業研修生を受け入れている（外国人技能実習制度の者を除く）

ア 受け入れた農業研修生が過去５年以内に独立し、認定新規就農者
又は認定農業者となった場合

１点
（以下加点）
ア １点

★研修日誌、経営改善計画認定書 等

女性の取り組み

以下のいずれかに該当する

３点

★履歴事項全部証明書、法人構成員名簿、出資者名簿 等

新規就農

令和４年度に就農、又は就農後５年度以内の者 （認定新規就農者に限る） ２点
（以下加点）
a ２点
b １点

a ５０歳までに就農した者（法人では役員の過半が５０歳以下）

★青年等就農計画認定書

b 令和４年度以降に新規就農者育成総合対策の交付を受けない場合

輸出計画との連携

助成対象者又は助成対象者が所属する団体等が策定した輸出事業計画の
認定がされており、導入する機械等がその計画の取組内容に関連するもの
であるもの

★認定を受けた輸出事業計画

ア 女性農業者（自らが農業経営を行っている又は部門間で区分経理を
行っている場合に当該部門の責任者である者）

イ 代表者が女性である、又は役員若しくは構成員のうち女性が過半を占め
る法人又は任意組織 （過半＝半分より多いことであり５割では満たない）

ウ 法人又は任意組織であって、部門間で区分経理を行っており、女性が
当該部門の責任者である者

農作業の共同化

自らの経営に係る農作業について、他の農業者と共同して行っている、又は
令和６年度までに行うこととしている。

★作業日報、営農計画書（農作業共同化計画書）

３点

１点

他産業との連携 ★販売契約書 等

ア 経営体自ら生産・加工・販売の一体化を行っている、又は令和６年度
までに行うこととしている。

イ 異分野の事業者と連携し生産現場のICTの活用、物流の効率化、外食
産業や小売業等との契約栽培等の経営の高度化を行っている、又は目
標年度までに行うこととしている。

ア ２点

イ ２点

多様な人材の育成・確保 ★雇用契約書、販売契約書 等

ア 農業の担い手・労働力不足解消のため、多様な人材（障がい者・高齢
者等）が就労している又は就労の環境整備を行っている。

イ 地域産業の理解促進に向け施設給食（子ども食堂・学校・病院等）への
食材提供を行っている。

ア ２点

イ ２点

以下のいずれかに該当する


